
益子町会計年度任用職員の募集について

　令和８年度の会計年度任用職員を次のとおり募集します。会計年度任用職員とは、１年度内を任期として任用される非常勤の地方公務員です。

募集一覧

･パソコン(エクセル･ワードなど)が使用できる方 ･屋内、屋外作業ができる体力のある方

･普通自動車運転免許を有している方

通勤手当(距離による)、期末手当、勤勉手当等

健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険等

年次有給休暇、特別休暇

･応募方法については、総務課 ☎72-8824

令和８年４月１日　～　令和９年３月３１日   (再度の任用により、継続する場合有り)

採用試験申込書(町ホームページからダウンロード可)又は履歴書(JIS規格、写真貼付があるものに希望職種を記載)、運転免許証の写し（①応募者は除く）、資格が必要な職種を希望する場合は資格証等の写し

１次試験：書類選考（応募者に合否を速やかに通知します）

２次試験：面接試験　２月１９日(木) 　役場会議室

２月１０日(火)(必着)までに、必要書類を添えて役場総務課にお申し込みください。

勤 務 形 態

職 種 ①事務補助
③子育て支援拠点施設業

務（福祉子育て課）
④子ども家庭支援員

(福祉子育て課)
⑤社会福祉士

(高齢者支援課)
⑨施設管理業務

(運動公園)
⑥介護支援専門員
(高齢者支援課)

⑦消費生活専門相談員
(観光商工課)

パートタイム フルタイム

運動公園の維持管理、環
境整備など（※なお、作
業機械を使用します）

応募条件
（特に記載がな
い限り必須） ・保育士等の資格を有する

方、又は子育て支援員研修
を修了している方

・社会福祉士又は精神保健
福祉士、心理職、保育士資
格を有する方(子ども家庭支
援員の要件を満たす方)

・介護支援専門員の資格を
有する方

地域包括支援センター業
務、要支援・総合事業対
象者のケアプラン作成

消費生活専門相談に関す
る業務

学校施設の維持管理、学
校敷地内の環境整備、学
校と役場間の文書送達な
ど

・消費生活専門相談員の要
件を満たす方

業 務 内 容
文書等の作成及び窓口応
対、電話応対など

子ども子育て支援拠点施
設における相談支援業務

相談支援業務及びサポー
トプラン作成に関する業
務

１名

勤 務 場 所

  益子町役場及び町内の
  町施設
※なお、バリアフリー対応
ではありません

子ども子育て支援拠点施
設（ましコッコハウス）

益子町役場 益子町役場

１名募 集 人 員 １名 ２名 ２名 １名

町内運動公園など

月額　185,700　円～

益子町役場 芳賀地区消費生活センター 町内小中学校

日曜、月曜、祝日

給与・報酬 月額　177,580　円～ 月額　243,400　円～ 月額　243,400　円～ 月額　243,400　円～ 月額　185,700　円～

土曜、日曜、祝日土曜、日曜、祝日

勤 務 時 間

休 日
火曜、祝日

（シフトにより週休２日）

１名

⑧学校公仕
(学校教育課)

・身体障害者手帳、療育
手帳（知的障害）、又は
精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを所持してい
る方

午前8時30分から午後5時 午前8時30分から午後5時15分

・社会福祉士の資格を有す
る方

地域包括支援センター業
務、要支援・総合事業対
象者のケアプラン作成

･業務:学校教育課
 (☎72-8862)

･業務：生涯学習課
(総合体育館 ☎70-2727)

･業務:総務課
(☎72-8824)

･業務:高齢者支援課
 (地域包括支援センター ☎

70-2550)

･業務:総務課
(☎72-8824)

･業務：福祉子育て課
(☎72-8850)

･業務:福祉子育て課
 (☎72-8851)

･業務:高齢者支援課
 (地域包括支援センター ☎

70-2550)

地方公務員法に規定する各規定(服務の宣誓、法令等および上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業従事の制限(パートタイムは除く))が適用になり、懲
戒処分等の対象になります。

応 募 方 法

②事務補助
(各課勤務)

文書等の作成及び窓口応
対、電話応対など

３名

  益子町役場及び町内の
  町施設

月額　177,580　円～

･業務:観光商工課
 (☎72-8845)

１名

任 用 期 間

必 要 書 類

選 考 方 法

問い合わせ

手 当 等

加入社会 保険等

休 暇

服 務

月額　243,400　円～ 月額　188,000　円～
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〇各会場、最終日は 受付時間 が異なりますのでご注意ください。

月 日 曜 午前８時３０分～１２時 午後１時～２時 午後２時～３時

2 16 月

17 火

18 水

19 木 東田井上・東田井下

20 金

24 火

25 水

26 木

27 金 台町・田中

3 2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

16 月

　下記に該当する方は、税務署での申告となります（役場では受付できません）

〇譲渡所得（土地・建物・株など）にかかわる申告の方　　〇青色申告の方

〇住宅借入金等特別控除の適用１年目の方　　　　　　　　〇消費税申告の方

※入場整理券が必要です。国税庁LINEアカウントから、または当日会場にて取得してください。

令和７年分　申告納税相談日程表
●今年度の申告納税相談は、 午前 ・ 午後 での地区分けは ありません。

●受付時間は、 【 午前８時３０分 から １2時 】 、 【 午後１時 から 3時まで 】 です。

　※★フリー（受付：午後２時から３時まで）は、地区割りの日に来庁できない方が対象です。

日　　時 地　　区
納税相談の場所

上山・本郷・松本・大郷戸

★フリー 農村環境
改善センター
℡72-0139

長堤・原・本沼

前沢・荒町・小泉本田・小泉山根・梅ケ内

上町・東町・下町・仲町・後町・駅前・七井中央・大和田・里東・益子リバティヒル

★フリー あぐり館
℡72-9710

大沢本郷・大沢宿・大沢里・新福寺・本郷東・本郷西・北原

北中・中村・角ノ川・仲之内・風戸・小宅東・小宅西

芦沼・舟橋・青田・大平・山王前・山王後・富士山

※最終日の受付は午後２時までです。

新町・田町・西明寺・一ノ沢

★フリー

役場大会議室
℡72-8833
（税務課直通）

生田目北・生田目南・石並・北益子

塙上（１，２）・内町・栗崎

塙下（１，２）・上大羽

星ノ宮上(１，２)・下大羽

城内・サヤド（サヤド上１，２、サヤド下、北郷谷）

星ノ宮下（１，２）・栗生・雇用促進団地・星ノ宮団地

★フリー

□ ①マイナンバーカード

※マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カードまたは住民票の写し（マイナンバーの記載があるもの）

と、身元確認ができる書類（運転免許証、パスポートなど）

□ ②令和７年中（１月１日～１２月３１日）の、１年間の収入を明らかにできる書類

○「源泉徴収票」や「支払証明書」（給与・年金・賃金・報酬など）

○農業、営業、不動産収入などのある方は、「収支内訳書」

※収入・経費を、【項目ごと】に合計額を計算した 収支内訳書 を作成してきてください。

□ ③各種控除を受けるための領収書・証明書

○生命保険（一般の生命保険・個人年金・介護医療保険）、地震保険（地震保険・旧長期損害保険）

○社会保険（国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など）

○医療費通知、医療費控除の明細書※、保険金などで補てんされた場合はその金額が分かるもの

※領収書を【個人】【医療機関】ごとに分け、支払合計額を計算した 明細書 を作成してきてください。

○障害者手帳、障害者控除対象認定書など

○その他の所得控除や税額控除にかかわる証明書や領収書

□ ④通帳および銀行届出印（所得税課税もしくは、還付が発生した場合に使用します）

【 注意 】 収支内訳書や医療費控除等の明細書は、自宅で作成してきてください。

申告に必要な書類等

国税庁LINEｱｶｳﾝﾄ



予防接種忘れていませんか？ 

～接種がお済みでない方は、早めに接種を受けましょう～ 

【令和８年３月３１日まで公費助成が受けられる予防接種】 

 ◆帯状疱疹ワクチン（定期接種・任意接種） 
●定期接種 対象者 ① 令和7年度に65・70・75・80・85・90・95・100歳を 

迎える方（対象の方には通知を送付してあります） 
              ※定期接種の対象となるのは今年度のみです。５年後に再度対象とはなり 

ませんのでご注意ください。 

② 100歳以上の方 （100歳以上の方は、令和7年度に限り全員対象） 

●任意接種 希望者 50歳以上の方で、令和７年4月～令和8年1月に費用助成申請が 
お済みの方 

【令和８年３月３１日まで無料で受けられる予防接種】 

◆麻しん風しん(MR)混合ワクチン 第２期 
対象者：平成31年４月２日～令和２年４月１日生まれ （年長児） 

◆子宮頸がん予防(HPV)ワクチン（定期接種・キャッチアップ接種） 

●定期接種   対象者：平成21年４月2日～平成22年４月１日生まれの女性 
（高校１年生相当） 

               （※定期接種対象者：小学6年生～高校1年生相当） 

  ●ｷｬｯﾁｱｯﾌﾟ接種 対象者：以下の①および②に該当する方の経過措置は、令和７年度末で終了
となります。 

① 平成9年4月2日～平成21年4月1日生まれの女性 

② 令和4年4月1日～令和7年3月31日までに、HPVワクチンを 

少なくとも1回は接種している方（合計3回） 

【小学校卒業前に済ませておきたい予防接種】 

◆二種（ジフテリア・破傷風）混合ワクチン 対象者：１１歳以上１３歳未満 

◆日本脳炎ワクチン第２期        対象者： ９歳以上１３歳未満 

【特例により無料で受けられる予防接種】 

  ◆日本脳炎ワクチン 
    接種を見合わせていた平成 17年度～平成21 年度の間に予防接種の機会を逃した方を対象に、

特例措置として接種の機会が設けられています。第１期および第２期の未接種分（最大４回）を接

種できます。 

      対象者：平成19年４月１日以前に生まれた方で20歳未満の方 
※対象年齢を超えた場合、または費用助成対象期間を過ぎた場合は、全額自己負担となります。 

※接種履歴の確認、予診票については保健センターへお問い合わせください。 

問い合わせ 保健センター TEL７０-１１２１ 

 
 
 
 
 
 
 
 

募 集 職 種 保健師、助産師、看護師

応 募 条 件 保健師、助産師、看護師いずれかの資格を有している方、普通自動車運転免許

を有している方

※保健師は令和７年度国家試験において資格取得見込みの方を含む

任 用 期 間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日

※応募方法などの詳細は、町ホームページをご覧ください。

問い合わせ 保健センター　TEL７０－１１２１

保健センター　会計年度任用職員の募集について

町ホームページ


